


15）同梱物  

AC アダプタ、電源ケーブル、  

リカバリメディア（ Windows11 pro 64bit）  

マニュアル類（保証書など）  

16）インストール  

アプリケーション  
無し  

17）その他  

①  ノートＰＣについては、国内のメーカーとす

る。  

②  機器の選定については「７．機器仕様等  １ )

～ 15)」を満たしているもの、またはそれ以上

のものとし、指定数量同一機種とする。なお、

中古品であってはならない。  

③  落札業者においてノートＰＣ本体に５年間の

保守サポートを付帯すること。  

④  Office については既存の Office アプリケーシ

ョンのインストール各支所 (水戸支所、常陸太

田支所、つくば支所 )にて実施し正常起動する

ことを確認すること。  

⑤  ウイルス対策については既存のウイルス対策

ソフトのインストールを各支所 (水戸支所、常

陸太田支所、つくば支所 )にて実施すること。  

⑥  機器の搬入及び設置作業並びにソフトウェア

のインストール等、システム設定等及び保守料

等を含め、本仕様書に要する一切の費用を入札

金額に含む。  

⑦  当該ノートＰＣ毎に、組合指定のプリンタ等へ

印刷できる設定を行うこと。  

   なお、プリンタ等の設定については各支所 (水

戸支所、常陸太田支所、つくば支所 )にて実施

し正常に作動することを確認する。  

※修理対応については、メーカーサポート終了までの引き取り、もしくは訪

問修理を可能とする。  

２．数量  

３０台  

３．納品場所  

いばらき広域農業共済組合  本所  

※  本組合本所に納品しセットアップ後、各支所にて Office、ウイ



ルス対策ソフト、アプリ等、プリンタ等の設定を実施すること。  

 

４．納品期限  

契約締結日の翌日から 60 日以内に納品し運用開始  

５．購入代金の支払  

納品後請求書に基づき指定口座へ振込支払  

６．入札の方法  

いばらき広域農業共済組合物品調達等に係る一般競争入札実施要領

に基づく入札  

７．実施要領に定める以外の入札参加資格  

日本国内メーカーの取扱店とし、サービス拠点を組合管内に有してい

ること。  

８．公告方法及び公告期間  

組合定款第７条第１項の規定に基づく公告及びホームページ上に、入

札参加資格及び申請の際に必要な事項を掲載する。  

公告期間：令和８年３月２３日（月）～  

令和８年３月３０日（月）午後５時  

９．入札参加受付期間  

令和８年３月２３日（月）  

～令和８年３月３０日（月）午後５時  必着  

入札参加希望者は、入札参加希望申請書（様式１）、契約に係る指名

停止に関する申立書（様式２）、会社概要の資料、製品パンフレット等

の機器を確認できる資料を受付期間内に組合へ持参又は郵送にて提出

する。  

10．質疑受付期間  

令和８年３月２３日（月）～  

令和８年３月３０日（月）午後５時  

11．質疑回答期間  

令和８年３月２３日（月）～  

令和８年４月１日（水）午後５時  

12．異議申立期間  

令和８年４月１日（水）～  

令和８年４月６日（月）午後５時  

13．入札書提出期限  

令和８年４月１０日（金）午後５時  必着  

提出方法は入札書（様式６）を作成し、封書にて持参又は郵送。  



封書には「事務機器入札書在中」と朱書すること。  

14．開札日  

令和８年４月１４日（火）午後１時  

15．落札者  

予定価格の範囲内で、最低価格の者  

16．同額時抽選日  

令和８年４月１６日（木）午後１時  

 

 

 

 

 



 

 

いばらき広域農業共済組合物品調達等に係る一般競争入札実施要領 

 

（令和４年４月１日） 

（趣旨） 

第 1条 この要領は、経理規則第 98条第 1項の規定に基づき、いばらき広域農業共済組合

（以下「組合」という。）が発注する物品の購入及び役務の調達等に係る一般競争入札（以

下「入札」という。）に参加する者に必要な参加資格及びその申請手続き等に関し必要な

事項を定めるものとする。 

 

（参加資格） 

第 2条 入札に参加しようとする者は、次の各号のいずれにも該当しない者でなければなら

ない。 

（１）契約を締結しようとする能力を有しない者（契約締結のため必要な同意を得ている被

補助人、被保佐人又は未成年者を除く。）及び破産者で復権を得ない者 

（２）国、県及び各地方公共団体から参加資格の登録の取消しを受け、入札参加資格喪失期

間を経過していない者 

（３）個人情報を保護するための適切な措置を講じていない者 

（４）反社会的勢力及びそれらと関係のある者 

（５）上記以外の参加資格については、発注する課が定めるものとする。 

 

（入札の公告等） 

第 3 条 入札の公告にあたっては、組合定款第 7 条第 1 項の規定に基づき、組合掲示板に

おいて掲示の方法により公告するとともに、その内容を組合ホームページに掲載する。 

 

（申請） 

第 4 条 入札参加希望者は、入札参加希望申請書（様式１）、契約に係る指名停止に関する

申立書（様式２）及び会社概要等の確認できる資料を公告した提出期限までに組合へ提出

しなければならない。 

２ 提出期限までに入札参加希望申請書及び会社概要等を提出しない者又は入札参加資格

のないと認められた者は、入札に参加することができない。 

３ 提出された入札参加希望申請書及び会社概要等資料は、次に定めるところにより取り扱

うものとする。 

（１）提出後の差し替え及び再提出は原則として認めない。 

（２）入札参加希望申請書及び会社概要等の作成に係る費用は入札参加希望申請者の負担と

する。 

（３）提出された入札参加希望申請書及び会社概要等については、返却及び公表を行わず、

他の用途には使用しない。 

（４）その他必要がある場合には組合長が定める。 

 

（入札参加資格の確認） 

第 5条 入札参加資格の有無については、審査の上、入札参加資格の有る者については、入



 

 

札参加承認通知書（様式３）で通知する。 

２ 入札参加資格がないと認めた者に対してはその理由を付すとともに、入札参加資格がな

いと認めた理由について説明を求めることができる旨を併せて通知する。 

 

（入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明） 

第 6 条 入札参加資格がないと認められた者は、前条第 2 項に定める通知を受けた日の翌

日から起算して 3 日以内（休日を含まない。）に、組合長に対して入札参加資格がないと

認めた理由について書面により説明を求めることができるものとし、書面の提出は総務課

へ持参するものとする。 

２ 前項の説明を求められたときは、原則として前項の入札参加資格がないと認めた理由に

ついての説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 4 日以内（休日を含まな

い。）に説明を求めた者に対し書面により回答する。 

３ 説明を求めた者に入札参加資格があると認める場合には、前条第 2 項の通知を取消し、

改めて入札参加資格のある旨の通知を行う。 

 

（仕様書の閲覧等） 

第 7条 入札参加希望者は、当該入札の仕様書を公告に示す方法で閲覧を受けなければなら

ない。 

２ 仕様書の閲覧の期間は、公告の期間とする。 

３ 仕様書に関する質問は、質疑受付書（様式４）により作成し、発注する課に提出するも

のとする。 

４ 質疑受付書の受付期間は、公告に示す期間とする。 

５ 質疑受付書の提出があった場合は、発注する課はその質問等に対する質疑応答書（様式

５）により回答する。 

 

（入札の無効） 

第 8条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

（１）入札参加資格のない者のした入札 

（２）虚偽の申請を行った者のした入札 

（３）仕様書等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札 

（４）入札者の記名押印がない入札 

（５）入札金額を訂正している入札 

（６）その他入札に関する条件に違反してなされた入札 

 

（開札の立会） 

第 9 条 組合長は、入札書（様式６）等の確認のため当該入札事務に関係のない職員 2 人

を開札立会人とする。 

 

（開札） 

第 10条 開札は、公告に記載した開札日時に行うものとする。 

２ 開札の結果、落札となるべき同価格の入札をした者が 2人以上あるときは、落札決定を



 

 

保留した上で、あらためて当該入札参加者に出席を求め、くじを引かせて落札者を決める

ものとする。 

 

（入札結果の通知） 

第 11 条 組合長は、落札者を決定した場合は、速やかに入札者に入札結果を通知するもの

とする。 

 

（改正手続） 

第 12条 この要領の改正は、理事の過半数によって定める。 

 

 

 

附  則 

この要領は、令和 4年 4月 1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



 

 

（様式１） 

入札参加希望申請書 
 

この度、いばらき広域農業共済組合が行う合併記念品調達の入札「いば広農共公告第 17

号」に参加したいので申請いたします。 

 

 

令和  年  月  日 

 

住所又は所在地 

  

商号又は名称 

   

代表者氏名                                   ㊞ 

 

           電話並び FAX 

 

 

いばらき広域農業共済組合 

組合長理事 細田 哲司  殿 



 

 

（様式２） 

契約に係る指名停止に関する申立書 

 

令和  年  月  日 

 

いばらき広域農業共済組合 

組合長理事 細田 哲司 殿 

 

所在地 

名  称 

代表者             ㊞ 

 

 

当社は、貴殿発注の物品・役務契約の履行地域において、現在、農林水産省の機関から   

物品・役務契約に係る指名停止の措置を受けていないことを申し立てます。 

また、この申し立てが虚偽であることにより当方が不利益を被ることとなっても、異議は

一切申し立てません。 

 

（注）この申立書において、農林水産省の機関とは、本省内局及び外局、施設等機関、地方

支分部局並びに農林水産技術会議事務局筑波事務所をいう。 

 

 



 

 

（様式４） 

令和  年  月  日 

 

質 疑 受 付 書 
 

いばらき広域農業共済組合 

 総務部 総務課 行き 

 

住所(所在地) 

商号又は名称 

                     担当者名           ㊞ 

電話番号           (        )  

FAX番号        (        )  

    

質問等 

番 号 
質疑事項 備考 

   

   

   

   

   

   

 FAX(029-350-2773)まで 

 



（様式６）  

入  札  書  

下記商品について、次の金額で請け負いたいので申し込みます。  

 

金額  

億  千  百  十  万  千  百  十  円  

（消費税を含む総額を記入すること）  

 

 

１．契  約  品  名    

 

２．商   品   名  

 

３．数    量  

 

４．単価（税込）                 円  

 

５．納品予定日    契約成立後         日  

 

 

 

令和   年   月   日  

住所又は所在地  

 

商号又は名称  

  

代表者氏名                              ㊞  

 

いばらき広域農業共済組合  

組合長理事  細田  哲司  殿  

 


